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農業者年金受給者のみなさんへ 
 

 

 

現況届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて毎年６月に確認するもので

す。 

 現況届を提出しないと、提出されるまで年金が差し止められることにになります。 

 現況届の用紙は毎年５月末に農業者年金基金から受給者に送られます。 

 必ず期限（６月１日から６月３０日まで）内に農業委員会へ提出してください。 

 経営移譲年金や特別附加年金を受給している方については、農地の移動や農業経営に関する各種の名

義が後継者などにきちんと変更されているかを農業委員会で確認することになっています。 
 

 

 
引越などにより住所が変わった場合や年金を受け取る金融機関を変更する場合は、農業委員会又はＪ

Ａに相談してください。 

受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届をＪＡに提出してください。 

死亡届が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。 

 

 

後継者に経営移譲された方は、 
  農地の貸借相手先の変更や農地の転用など、農地の移動の予定があるときは、必ず事前に農業委

員会又は、ＪＡに相談しましょう。 

 

《減額になる場合（例）》    
１農業経営を再開した場合            

 

２後継者に貸していた農地が返還され、 

適切な対応をしなかった場合 

 

 

３返還された（２）を農地以外に転用した場合 

 

 

４返還された農地（２）が遊休農地となり、 

農業委員会の指導を受けた場合 

 

 

 
各種申請書の受付締切日 

現況届は忘れずに。 

受給者の住所変更や死亡の際は速やかに届け出ましょう。 

農業者年金が減額になる場合があります（要注意） 
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◇相続等によって農地の権利を 

取得したときは？ 

農地の権利を相続等により取得した場合

は、農業委員会へその旨を届出なければなり

ません。 

 

届出を要する方 

農地法の許可を要せず農地の権利を 

取得した場合（所有権、地上権賃借権など） 

 

届出の時期 

権利を取得したことを知った日から 

概ね 10ヶ月以内 

 

 

全国農業新聞を購読してみませんか    

☆毎週金曜日発行 B3版8～10頁  

☆購読料：月700円、年間8,400円 [送料込] 

◆全国農業新聞とは・・・ 

 農業委員会系統組織が発行する農業総

合専門誌で、農業者のみなさまに高い評

価を受けています。 

「週刊」の時間を活かし、情報がわか

りやすいよう解説されています。 

 また、多くの読者のみなさまに満足し

て頂けるよう、家族全員が楽しめる記事

も充実しています。 

◆購読するには・・・ 

全国農業新聞は、お住まいの地域の農

業委員会事務局で購読申込みを受け付け

ています。 

気軽にお申し込みください。 

また、お支払いは、口座引落が便利です。 

☆編集後記☆ 

 ＴＰＰ大筋合意に伴い、ますます農業の情勢は厳し

くなると推測されますが、政府も補正予算や平成２

８年度予算で対策をしているものの十分だとは思わ

れません。 

われわれ農業委員は、農家の不安や不満への相談

相手となりながらも、国・県へのパイプ役となり、

速やかで的確な対応が求められています。 

 そのためにも、国における農業情勢を的確に入手

して、いち早く農家の皆様方に最新の情報をお届け

できる様に努力したいと思います。 

情報提供並びにご理解・ご協力をどうぞよろしく

お願い致します。 

 

☆編集委員長 

  氣 田  勉  

 

☆編集副委員長 

上原子 由起子  

 

☆編集委員 

  寺 澤 良 子 

  天 間 俊 一

髙 田 武 志 

農業委員会では各種申請に係る受付締切日を次のとおり設定しております。 

◎農地法第 3条申請、農用地利用集積計画書、競売（公売）買受適格証明願 

・農地を売買・貸借する場合、競売・公売の入札に参加する場合 

◎農地法第 4条、第5条申請 

・農地を農地以外の目的として利用する場合 

毎月２０日受付締切（但し役場閉庁日の場合は翌開庁日）・翌月１０日前後総会 

 


